


成田市では『雨水貯留施設』の 

購入・工事費を補助します！ 

 ・自らが居住する成田市内の住宅に雨水貯留施設を設置しようとする方 

・市税を完納している方 

・上記住宅の所在地に住民登録している方 

・住宅を自分が所有していない場合は、所有者の承諾を受けている方  

・浄化槽転用型については、成田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付決定を受けていない方 

  
小規模雨水 

貯留施設 

雨どいに接続することで、雨水を貯める

ことができ、雨水貯留容量が１００リッ

トル以上の市販されているもの。 

購入・設置費用（税抜き価格）の２分の１（この

金額に1,000円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた金額）（上限3万円） 

浄化槽転用型

雨水貯留施設 

公共下水道への接続や浄化槽の転換によ

り不要となる浄化槽を転用するもの。 

設置費用（税・槽内清掃費を除く ）の２分の１
（この金額に1,000円未満の端数があるときは、
これを切り捨てた金額）（上限10万円） 

交
付
対
象
者 

対
象
施
設
と
補
助
金
額 

雨水の流出抑制(防災等)・水質汚濁の防止・健全な水循環の保全(節水等)のため

雨水貯留施設を設置した市民に、予算の範囲内において補助を実施しています。 

【お問い合わせ先・申請先】 

成田市役所 ５階 環境計画課 

TEL：0476-20-1533 

mail：kankei@city.narita.chiba.jp 

～申請期間～ 

令和８年４月１日～令和９年３月１６日 

※申請期間内に【申請、施設の購入・設置、実績報告】を完了して 

 いただく必要があります。 

※購入・設置後の補助金申請は、補助対象外となります。 
※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

花や植木の水やりや 

非常時の生活用水の備えとして 

浄化槽転用型 

雨水貯留施設 

小規模雨水貯留施設 

設置例 

の申請が必要です 



    





 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

           

           

           

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 



令和8年度の国民健康保険税

成田市では、これまで国民健康保険税について、市・県民税等を財源とする一般会計からの制度外繰入を行うこと
で低水準の税率を維持してきましたが、年々増加している保険給付費や将来的な県内保険税率の統一に対応する
必要があることから、千葉県が市町村ごとに定めた標準保険料率を参考に、令和6年度より段階的に国民健康保険
税率の見直しを行っています。
令和8年度の国民健康保険税の税率は、次のとおりです。今後も国保運営の健全化に努めてまいりますので、加入
者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

国は、「こども・子育て支援加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に当たり、財源の一部に充てるため、
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。
これに伴い、子ども・子育て支援納付金が、国民健康保険をはじめとする各医療保険料と合わせて、徴収されるこ
ととなりました。くわしくは、別添のチラシをご確認下さい。

成田市国民健康保険税の課税区分と税率 （令和 8 年度）

✓ 税率を改正します

✓ 子ども・子育て支援納付金課税分が新設されます

区 分

A
医療分

加入者の医療費等を
賄うためのもの

B
後期高齢者支援金等

課税分

後期高齢者医療制度の
支援に充てるもの

C
介護納付金課税分

（40歳以上65歳未満）

介護保険の保険料を
賄うもの

D
子ども・子育て支援
納付金課税分

子ども・子育て支援納付金
制度へ充てるもの

所得割
加入者の所得に応じて加算

(前年中の所得－基礎控除額)×

7.01%
（6.81％）

(前年中の所得－基礎控除額)×

2.30%
（2.13％）

(前年中の所得－基礎控除額)×

1.83%
（1.77％）

(前年中の所得－基礎控除額)×

0.24%

均等割
加入者１人につき課税

23,200円
（22,100円）

9,600円
（8,700円）

16,400円
（15,700円）

1,700円

18歳以上均等割（※）

18歳以上の加入者１人につき課税

－ － － 100円

平等割
1世帯につき課税

20,000円
（19,100円）

－ － －

賦課限度額
66万円
（65万円）

26万円
（24万円）

17万円
（17万円）

3万円

※ 18歳以上均等割とは、子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ど
もの均等割について10割を減額し、その減額分を18歳以上の被保険者が負担するものです。

※ 金額は12か月分です。加入期間に応じた月割の計算となります。
※ 上段の数値は令和8年度、下段（ ）の数値は令和7年度です。

裏面は、「国民健康保険の資格確認書と資格情報のお知らせの更新時期は？」

★令和8年度の国民健康保険税の税額のお知らせは7月中旬に発送します★
くわしくは、成田市 保険年金課  ０４７６－２０－１５２６

成田市国民健康保険



マイナンバーカードを持っていますか？

健康保険証利用登録をしていますか？

「資格確認書」 「資格情報のお知らせ」

いいえ

※有効期限が７月３１日以外の方には、その有効期限が到来する前に送付します。
※同じ世帯に「資格確認書」交付対象者と「資格情報のお知らせ」交付対象者がいる場合は、別々
の封筒で送付します。

はい

はい

いいえ

⚫ マイナ保険証と合わせて提示することで、
マイナ保険証に対応していない医療機関
も受診することができます。（「資格情報の
お知らせ」のみでは受診できません）

⚫ マイナ保険証の利用登録をしていなくて
も、資格確認書を提示することで、引き続
き医療機関を受診できます。

7月中※に送付します。 7月中※に送付します。

国民健康保険の資格確認書と資格情報のお知らせの更新時期は？

70歳以上75歳未満ですか？

はい

いいえ

原則、送付されません。

⚫ 70歳未満の方は既にお持ちの「資格情報のお知
らせ」を引き続きご使用ください。

⚫ 現在「資格確認書」をお持ちの方には、資格確認書
に記載されている有効期限が切れる前に、新しく
「資格情報のお知らせ」を送付します。

くわしくは、 成田市国民健康保険に加入している方 …  ０４７６－２０－１５２６

後期高齢者医療制度に加入している方 …  ０４７６－２０－１５47

★後期高齢者医療制度へ加入している方は、上記の内容と対応が異なりますのでご注意ください。 ★

成田市国民健康保険
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児童手当の拡充
⚫ 所得によらず、支給の対象となり

ます。

⚫ 支給期間を高校生年代まで延長し

ます。

⚫ 第3子以降はより手厚く、一人当た

り月3万円に大幅増額します。

⚫ 4か月に1回から、2か月に1回の

支給になります。

※ 令和６年10月分から拡充

育児時短就業給付
⚫ 「育児時短就業給付」を創設し、こ

どもが２歳未満の期間に、時短勤

務を選択した場合、時短勤務時の

賃金の原則10％を支給します。

※ 令和7年度から実施

育児期間中の

国民年金保険料免除

⚫ 国民年金の第1号被保険者の方を

対象に、育児期間中の国民年金保

険料免除措置を創設します。

※ 令和8年10月分から実施

妊婦のための支援給付

⚫ 「伴走型相談支援」の面談と合わせ

て、妊娠届出時に5万円、妊娠後期

以降に妊娠しているこどもの数

×5万円、を支給します。

※ 令和7年度から実施

出生後休業支援給付
⚫ 「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に両親

ともに14日以上の育児休業を

取った場合、最大28日間、手取り

の10割相当を支給します。

※ 令和7年度から実施

こども誰でも通園制度
⚫ 保育所等に通っていない0歳6カ

月から満3歳未満のこどもが時間

単位等で柔軟に利用できる制度で

す。こども１人当たり10時間／月

の利用が可能です。

※ 令和８年度より全国実施

拡充される給付の例

子ども・子育て支援金については、裏面に詳細があります。



こども家庭庁ホームページ

「子ども・子育て支援金

制度について」

こども家庭庁公式note

「最近話題の「子ども・子育て

支援金制度」について」

注）国保、後期は

被保険者のみが負担

国
（支払基金）

医療保険者

納付

納付

1/2

被保険者

賦課

●被用者保険者

（健保組合、協会けんぽ等）
●市町村（国民健康保険）
●後期高齢者医療広域連合

支援納付金

支援金

1/2

事業主

請求

Q 「子ども・子育て支援金制度」って？

全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いた

だき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子

育て世帯を社会全体で支える制度です。

A

どうして「支援金制度」が必要なの？Q

A 近年、少子化・人口減少の進行が加速していることか

ら、政府は令和５年12月にこども未来戦略「加速化プ

ラン」を策定し、総額3.6兆円の次元の異なるこども・

子育て支援の拡充を実施することを決めました。支援

金制度はこれを支える財源の一部です。

収入が少なくても、
支払う必要があるの？

Q

A 支援金は所得に応じて拠出いただきますが、医療保険

料と同様に、低所得の方に対する保険料軽減措置を設

けています。

支援金の徴収の流れ

Q なぜ独身や高齢者も支払うの？

こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手

となることから、こどもの育ちを支える支援金制度

は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢

者の方など全ての世代に加え、企業も含めた社会全

体で支える仕組みとしています。

A

支援金により負担が増えるの？Q

A 支援金の導入に当たっては、その裏側で社会保障

の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させ

るため、支援金による負担は相殺される仕組みに

なっています。このため支援金の導入による実質的

な負担はありません。

支える

全世代が支援
将来は
支えられる
側に

将来

支える

成長して
支え手に

現在

子ども・子育て支援金制度 Q&Aもっと知りたい！

こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 （受付時間 平日９時から18時）お問い合わせ窓口

子ども・子育て支援金の保険税（成田市国民健康保険の場合）

※ こども（18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である者。高校生年代まで）について

は、均等割額が全額軽減されます。

徴収開始時期は７月です。
※ 国民健康保険税とあわせて徴収します。

※ 令和８年４月分からの保険税を８分割でお支払いいただきます。

令和8年度の子ども・子育て支援金に係る保険税は、所得割0.24％、

均等割1,700円、18歳以上均等割１００円になります。





















   令和８年６月号  第３７２号 
発行：一般社団法人成田市観光協会 

成 田 市 花 崎 町 ８ ３ ９ 

ＴＥＬ：０４７６－２４－３１９８ 

第２１回 宗吾霊堂紫陽花まつり 
 宗吾霊堂大本堂裏手に広がる境内には、在来アジサイをはじめ、ガクアジサイ・柏葉アジサイなど 

約７，０００株の紫陽花が植えられています。 

中でも柏葉アジサイは１,０００株以上植えられており、これだけ多くの柏葉アジサイを見られる場所は少

なく、白く輝くように咲く柏葉アジサイの花は私達を楽しませてくれます。 

 紫陽花まつり期間中の日曜日には、演奏会や茶会、農産物の販売などが行われ、ひとときの風流を楽し

むことができます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【 期  間 】 ６月７日（日）～６月２８日（日） 期間中の各日曜にイベント開催 

 演奏会  時間：１０時１５分～、１３時１５分～ 場所：宗吾霊堂・大本堂 

６月 ７日（日） 二胡 ワン シャオフォン    ６月１４日（日） 二胡 ワン シャオフォン 

６月２１日（日） 箏（清翔会）、尺八（竹樹会）  ６月２８日（日） 箏（清翔会）、尺八（竹樹会） 

 茶 会  １０時～１５時 ※定員に達し次第受付終了となります。 

６月 ７日（日） 滝澤宗理 社中       ６月１４日（日） 鈴木宗三 社中 

６月２１日（日）・２８日（日） 休止となります 

【お問合せ先】 「紫陽花植樹による観光地づくり実行委員会」事務局 （一般社団法人成田市観光協会） 

            ＴＥＬ ０４７６－２２－２１０２ 



千葉県立房総のむら 苧引き ※６月１５日（月）千葉県民の日は、入場料が無料となります。 

昔から麻織物の材料として使われてきた苧麻（ちょま）という植物から繊維を取り出す作業を実演します。 

【日時】 ６月１３日(土)・１４日（日）・２０日（土）・２１日（日） 

【時間】 １０時～１１時４５分・１３時１５分～１５時１５分 

【場所】 千葉県立房総のむら 

【入場料】 一般３００円、高・大学生１５０円、中学生以下と６５歳以上は無料 

【休館日】 月曜日（月曜日が祝・休日の場合は開館し、翌日休館） 

【お問合せ先】 千葉県立房総のむら TEL ０４７６－９５－３３３３ 

成田山新勝寺 弘法大師・興教大師御誕生  

 真言宗の宗祖・弘法大師と中興の祖・興教大師の御誕生を慶祝する行事が成田山新勝寺にて行われます。

弘法大師は、中国に渡り日本に密教を伝えた真言宗の開祖で、密教の第八祖として尊崇されており、 

興教大師は、弘法大師の教えを復興したことから、真言宗の中興の祖と仰がれる方です。 

 ６月１３日・１４日写経大会は、『般若心経』を浄写、納経法会、法話と続き、最後に別席で精進料理の接待

があります。要予約。皆様もこの機会に日常では体験できない仏教文化に触れてみてはいかがでしょうか。 

『 弁 財 天 祭 礼 』  日時：６月１３日（土）・６月１４日（日） ８時～１６時 場所：弁財天堂 

『御 誕 生 慶 祝 法 会 』  日時：６月１５日（月） １０時～ 場所：大師堂 

写経のすすめ ～心と身体のリフレッシュ～ 
 成田山新勝寺では、真言宗の宗祖である弘法大師と、弘法大師の教えを再興された興教大師の御誕生月

が６月であることから、毎年６月に御誕生行事が執り行われます。この行事の一つとして、期間中の土・日曜

の２日間にわたり、成田山光輪閣において成田山写経大会が盛大に開催されます。 

 仏教が日本に伝えられた奈良時代から現代に至るまで、日本人と写経には深いつながりがあります。 

古くは、仏さまの教えを後世に伝え広めるため書き写したのが写経の始まりです。 『「経」を「写」す』という

行為は、印刷技術が乏しいこの時代において非常に重要な作業でした。貴重な経典を複製するためには、

確実に書き写して行く必要があります。現在の印刷会社のような機関が、数多くの人達の働き口として官立

で設置されるほどだったと言われています。 

現代において、写経は仏さまのご加護をいただき、祈願や供養のためにおこなわれています。そして、心

と身体をリフレッシュできる体験として老若男女問わず広く愛好されています。 

指先に集中して一字一字を心静かに書きあげていくことで、脳の

活動が活発になるという効果があると言われています。正しい姿勢

で集中して写経をしていると、自然と心が落ち着いてきます。 

そして、一筆ずつ経文を書き写すあいだ、墨のかおり、筆の感触

といった「書の文化」に五感で触れることが出来ます。私達が忘れか

けていた日本文化の良さを思い起させてくれることと思います。 

成田山では毎年、春・秋に写経大会を開催しています。この機会

に写経を体験してみてはいかがでしょうか。 

『成田山新勝寺 写経大会』 ※要予約 定員 各日３００名  

【 日 時 】 ６月１３日（土）・６月１４日（日） 受付開始：９時３０分 

【 場 所 】 光輪閣４階 光輪の間   

【申込方法】 成田山 HPよりお申込みください  

【申込期間】 ４月２８日(火)～５月３１日(日) 

【初 穂 料】 ５,０００円 （初穂料は当日納めて下さい) 

【お問合せ先】 成田山新勝寺 TEL ０４７６－２２－２１１１ （８時～１６時） 

イベント等の関連情報については、FEEL成田（https://www.nrtk.jp）をご覧ください。 
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